
 

               

 

 

学校等の再開に向けた対応について 
 

令和２年３月２４日付けで文部科学事務次官から通知されました「新型コロナウイ

ルス感染症に対応した学校再開ガイドライン」に沿って教育活動を再開していきます。 

 
〇学習保障 

  臨時休業による未履修部分については、次の学年に引き継ぎ、新年度４月中に補います。 

 

〇春休み中の登校日・登園日 

  連絡事項伝達等のため、登校日を設定します。幼稚園、小・中・義務教育学校については、

３月３０日（月）・３１日（火）の２日間の中で、学校（園）ごとに設定します。 

市立和歌山高等学校は４月３日（金）です。 

    

〇入学式・入園式 

  感染拡大防止措置を講じたうえで実施します。 

  出席者は新入生（児）・保護者（各家庭につき 1名）・教職員とします。 

在校生が出席する場合は代表者のみとします。 

 

〇新学期 

  感染拡大防止措置を講じたうえで、授業・給食等、例年通り実施します。 

  

〇部活動について 

  春休み中は中止を継続し、新学期からの活動再開を予定しています。 

 

〇春休み中の児童生徒の運動機会確保について 

  児童生徒が体力・技能の維持等に向けた自主的・主体的な活動を行う機会を確保するため 

  学校の実情に応じて、運動場を開放します。 

 

〇若竹学級 

  例年通り実施します。 

   春休み中：午前８時から午後６時３０分まで 

   新学期 ：下校時 から午後６時３０分まで  

 

 

 

※児童生徒等又は教職員に新型コロナウイルス感染者が発生した場合には、「新型コロナウイ

ルス感染症に対応した臨時休業の実施に関するガイドライン」に基づき臨時休業する場合があ

ります。 
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